
機密性2傷病手当金を申請する際の注意点

 新型コロナウイルス感染症の申請に関して、医師証明が必須となりました。

最新の情報は、協会けんぽHPで

申請期間が
5月８日以降の場合

申請期間の始めをチェック！

医師の証明が必要

申請期間（始） 申請書４ページ目

5月８日以降

5月7日以前 【特例】本人による記入可
令和5年

令和5年

令和５年5月7日以前の申請でも、
医師に証明いただけるかは確認しましょう

令和5年



機密性2

新型コロナウイルス感染症による申請書4ページ目の書き方

申請書4ページ目に「医師から証明を受けられない」方は、申請書4ページ目をご自身で記入いただきます。
下図を参考にご記入ください。（赤く塗りつぶされた欄に記入がない場合、返戻となります。）

申
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書
4

ペ
ー
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(申請書２ページ目に記入された)
申請期間と同じ年月日を記入ください。

症状の内容を記入ください。

医師の証明を受けられない理由と
被保険者様の氏名を記入ください。

証明日は申請期間以降の
日付を記入ください。

申請期間が14日以上の方は
下記いずれかの書類の添付が必要となります。

＜申請期間＝療養期間だったことが分かる書類＞

・保健所発行の「宿泊・自宅療養証明書」の写し
・「就業制限通知書」 及び

「就業制限解除通知書」の写し等

（
・上記書類をお持ちでない方
・証明に記載された期間より長く休まれた方

は、「療養状況申立書」をご記入の上で添付ください。

※医師に証明いただいている方は添付いただく必要ございません。

※協会けんぽHPから印刷可能です。

申請期間が
5月7日以前の場合のみ
令和5年
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